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安
曇
野
市
に
あ
る

�

３
つ
の
ル
ー
ル

安
曇
野
と
田
園
環
境

人
口
増
と
農
業
低
迷
で

環
境
が
変
わ
る
可
能
性
も

　
市
の
土
地
利
用
計
画
を
考
え
る

上
で
安
曇
野
と
田
園
環
境
の
関
係
は
、

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
視
点
と

な
り
ま
す
。

　
平
成
15
年
６
月
に
安
曇
野
地
域

任
意
合
併
協
議
会
が
実
施
し
た
住

民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
安
曇
野
地

域
が
将
来
進
む
べ
き
方
向
性
に
つ

い
て
「
自
然
環
境
と
景
観
を
維
持

す
る
こ
と
に
努
力
す
る
」
と
い
う

回
答
が
第
１
位
で
し
た
。
平
成
17

年
２
月
に
安
曇
野
地
域
合
併
協
議

会
で
策
定
さ
れ
た
『
安
曇
野
市
ま

ち
づ
く
り
計
画
』（
新
市
建
設
計
画
）

に
お
い
て
も
、「
安
曇
野
の
豊
か
な

歴
史
や
文
化
、
自
然
環
境･

景
観
を

守
り
、
暮
ら
し
や
す
さ
と
産
業
発

展
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
田
園
都

市
づ
く
り
」
を
目
標
に
掲
げ
て
い

ま
す
。
安
曇
野
市
の
ま
ち
づ
く
り

に
向
け
た
各
種
施
策
は
、
田
園
環

境
の
保
全
と
活
用
が
前
提
と
な
る

必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
ま
た
、
景
観
面
だ
け
で
な
く
、

都
市
経
営
の
視
点
で
も
田
園
環
境

の
維
持
は
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。

例
え
ば
、
田
ん
ぼ
の
真
ん
中
に
小

さ
な
宅
地
開
発
が
点
々
と
行
わ
れ

る
と
い
う
状
態
は
、
道
路
・
公
園
・

上
下
水
道
な
ど
新
た
な
施
設
の
効

率
的
な
整
備
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

　
全
国
的
に
人
口
減
少
が
進
む
中
で
、

安
曇
野
市
で
は
、
増
加
傾
向
に
あ
り
、

今
後
も
こ
の
地
に
住
居
を
求
め
る

人
は
増
加
し
て
い
く
と
見
込
ま
れ

ま
す
。
ま
た
、
宅
地
化
す
る
農
地

所
有
者
の
事
情
を
見
る
と
、
農
業

所
得
の
減
少
や
担
い
手
不
足
な
ど

か
ら
農
地
を
手
放
す
農
家
が
増
え

て
お
り
、
何
ら
か
の
対
策
を
講
じ

な
け
れ
ば
、
農
地
転
用
が
着
実
に

進
行
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
Ａ
タ
イ
プ
・
Ｂ
タ
イ
プ
そ
れ
ぞ

れ
の
長
所
、
短
所
を
検
討
し
な
が
ら
、

安
曇
野
市
の
土
地
利
用
管
理
の
方

法
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

Ａタイプ
【豊科地域】

Ｂタイプ
【穂高地域】

Ｃタイプ
【三郷地域・堀金地域】

【明科地域】

⑥地区計画

⑤用途地域

④市街化調整区域
③市街化区域

②都市計画区域外

②都市計画区域外

①都市計画区域

①都市計画区域

①都市計画区域

⑦まちづくり条例区域

用語解説 ① 都市計画区域
　都市として総合的
に整備、開発、保全
する必要がある地域。
県が指定する。

② 都市計画区域外
　都市計画区域に含
まれない区域。安曇
野市では山岳部が該
当する。

④ 市街化調整区域
　自然環境や農地な
どを保全するために、
市街化を抑制する区
域。原則として、住
宅の建築や土地の開
発は制限される。

③ 市街化区域
　既に市街地となっ
ている区域や今後優
先的・計画的に市街
化を図るべき区域。
この区域内では土地
の合理的な利用を図
るため、用途地域（⑤）
が定められている。

⑤ 用途地域
　住宅地・商業地・
工業地など、土地の
利用目的と建てられ
る建物の用途によっ
て区分された地域で
全部で12種類。市町
村が定める。

⑥ 地区計画
　身近な地区を単位
として、その地区の
特性に応じて、きめ
細やかなルールを定
めるまちづくりの計
画。地元住民の意見
を基に市町村が定め
る。

線引き
　都市計画区域を「市
街化区域」と「市街
化調整区域」の2つ
に分けること。正式
には「区域区分」。

⑦ まちづくり条例区域
　穂高地域をゾーニ
ングし、独自の基準
や事前協議制を設け
ることにより、開発
事業の規制誘導を図
っている。

土
地
利
用
の
規
制
は
必
要
か
？

Ａ
タ
イ
プ
・
Ｂ
タ
イ
プ
を

�
　
　
　
　

ベ
ー
ス
に
検
討

　
今
後
、
乱
開
発
を
防
ぎ
、
豊
か

な
自
然
・
景
観
と
都
市
機
能
が
バ

ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
た
市
を
目

指
す
た
め
に
は
、
行
政
に
よ
る
一

定
の
規
制
・
誘
導
を
行
い
、
土
地

利
用
を
管
理
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
田
園
地
域
の
土
地
利
用
に
関
す

る
法
律
に
は
、
農
地
そ
の
も
の
を

管
理
す
る
「
農
地
法
」
や
「
農
業
振

興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
農

振
法
）
」な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
ら
は
農
業
政
策
上
の
視
点
か
ら

定
め
ら
れ
た
法
令
で
す
。

　
土
地
利
用
を
規
制
す
る
に
は
、「
都

市
計
画
法
」
や
「
建
築
基
準
法
」
、

「
自
主
条
例
」
と
の
連
携
・
運
用

が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

　
安
曇
野
市
の
土
地
利
用
管
理
の

方
法
を
探
る
た
め
、
次
ペ
ー
ジ
か

ら
は
、
Ａ
タ
イ
プ
・
Ｂ
タ
イ
プ
そ

れ
ぞ
れ
の
長
所
、
短
所
を
比
較
検

討
し
て
み
ま
す
。
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